
 令和６年度② 新宿区集団指導 

運営基準減算が適用された実例について 

 

運営指導における指摘事例について 

 

ここでは、運営指導において運営基準減算が必要と認められた実例を紹介します。貴事

業所の業務が基準等に沿って適切に運営されているかを確認する際の参考としてください。

なお、事実関係は、主旨を損なわない範囲で変更している部分があります。 

 

項目 事実関係 指導内容等 

サービス担当者会議 認定更新や区分変更があった

にも関わらず、ケアプラン内容

に変更がなかったとの理由で、

サービス担当者会議を開催せ

ず、担当者に照会も行っていな

かった。 

認定更新や区分変更等、基準で

定められた場合には、必ずサー

ビス担当者会議を開催するこ

と。やむを得ない事情がある場

合には、サービス担当者に照会

し、その回答を各担当者で共有

すること。 

サービス担当者会議 ケアプランに同一法人の同一

敷地内の訪問介護事業所のサ

ービスしかないため、事業所内

で担当者から話を聞いたこと

をもって、会議開催としてい

た。 

ケアマネジャーがサービス担

当者から話を聞くだけでは、会

議を開催したとことにならな

い。利用者、家族、主治医等の

関係者が出席する会議を開催

し、各担当者の情報を共有する

こと。 

サービス担当者会議 感染症予防を理由にサービス

担当者会議を開催せず、照会も

行っていなかった。 

感染症予防のために、サービス

担当者会議を開催しない場合

でも、サービス担当者に照会

し、その回答を各担当者で共有

すること。 

モニタリング 

 

訪問時にモニタリングに関す

る聞取りは行っていたが、記録

がされていなかった。 

モニタリングの結果は記録す

ること。 

モニタリング 居宅を訪問することなく、電話

でモニタリングが実施されて

いた。 

1月に 1回、利用者の居宅を訪

問することによってモニタリ

ングを行うこと。但し、所定

の要件に該当する場合はテレ

ビ電話等で実施できる。 



項目 事実関係 指導内容等 

モニタリング 担当ケアマネジャーが、苦手と

する利用者であるとの理由で、

モニタリングが実施されてい

なかった。 

個々の事情に応じて、担当ケア

マネジャーが適切なケアマネ

ジメントが行えない場合は、サ

ービス担当者会議で検討した

うえで、事業者として適切な対

応を行うこと。 

ケアプランの交付 利用者から区に対して、ケアプ

ランを受け取っていないとの

相談があり確認したところ、利

用者に交付していないことが

認められた。 

業務が多忙で交付していなか

ったとのことたが、利用者とケ

アプラン内容を共有すること

は、ケアマネジメントにおい

て、必須であるので、必ず交付

すること。 

 


